
北上市国民健康保険条例の一部改正について

[現行]

出産育児一時金
４８８，０００円
（＋８０，０００円）

条例「本文」によ
る支給額

[改正後]

令和５年２月16日 議会全員協議会資料
福祉部国保年金課

１ 支給金額の引き上げ背景

①厚生労働省所管社会保障審議会の「議論の整理」において、「令和４年度の
全施設の出産費用の平均額の推計等を勘案し、令和５年４月から全国一律で
50万円に引き上げるべき」とされた。
②これを受け、令和５年２月１日に健康保険法施行令が改正されている。

２ 改正内容

健康保険法施行令の改正に伴い、国の政令に準じて北上市国民健康保険
条例を改正し、出産育児一時金支給金額を引き上げるもの。

国の政令に準じて、北上市国民健康保険条例を改正する。
① 支給金額

出産育児一時金の支給額を「４０万８千円」から「４８万８千円」に改める。
② 施行日

令和５年４月１日（令和５年４月１日以降の出産から適用する。）

出産育児一時金
４０８，０００円

条例「本文」によ
る支給額

産科医療補償掛金

１２，０００円

一般会計繰入金
２８０，０００円

交付税措置

国民健康保険税
１４０，０００円

一般会計繰入金
３３３，３３３円
（＋５３，３３３）

交付税措置

国民健康保険税
１６１，６６７円
（＋２１，６６７）

国庫負担金（R5のみ）
５，０００円

産科医療補償掛金

１２，０００円

支給額４２万円 財源

一般会計繰入金額＝420,000×2/3 一般会計繰入金額＝500,000×2/3

支給額５０万円

３ 出産育児一時金支給金額と財源

※厚生労働省所管社会保障審議会資料から抜粋
※室料差額、産科医療補償制度掛金、その他費用を除く。

施設区分 全体（異常分娩含む） 正常分娩

全施設 ４６２，９０２円 ４７３，３１５円

公的病院 ４１８，８１０円 ４５４，９９４円

私的病院 ４８６，８８０円 ４９９，７８０円

診療所 ４７２，２５８円 ４６８，４４３円

全国 岩手県内

出産費用平均 ４５４，９９４円 ４６５，２６６円

参考

出産費用の平均


